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第７次茨城県保健医療計画の策定について 

保健福祉部医療政策課 

１ 医療計画制度の趣旨について 

  ○ 各都道府県が，医療法第 30 条の 4 第 1 項の規定に基づき，厚生労働大臣が定める

基本方針に則して，かつ，地域の実情に応じて，当該都道府県における医療提供体

制の構築を図るために策定。 

 ○ 医療提供量（病床数）を管理するとともに，質（医療連携・医療安全）を評価。 

 

２ 茨城県保健医療計画の策定 

○ 医療介護総合確保促進法の制定（H26.６月）等に対応し，各地域の医療需要の将

来推計等により，2025 年（H37）を見据えた医療提供体制の構築を図るための「茨

城県地域医療構想」を H28.12 月に策定。 

  ○ 地域医療構想において検討した今後の医療需要の推移等を踏まえた次期（第７次）

保健医療計画（計画期間 H30～35）を今年度策定する。 

  ○ 計画策定に当たっては，厚生労働省医政局長通知「医療計画について（医療計画

作成指針）」及び地域医療計画課長通知「疾病・事業及び在宅医療に係る医療体制に

ついて」を踏まえた検討を行う。 

 

３ 計画の内容 

（１）二次保健医療圏の圏域設定 

（２）基準病床数の算定 

（３）医療連携体制 

  ○ ５疾病・５事業及び在宅医療 

     ５疾病：がん，脳卒中，心筋梗塞等の心血管疾患，糖尿病，精神疾患 

     ５事業：救急医療，災害医療，へき地の医療，周産期医療，小児医療 

      在宅医療：居宅等における医療 

  ○ ロコモティブシンドローム，フレイル，肺炎，大腿骨頚部骨折等 

他の関連施策と調和をとりながら，疾病予防・介護予防等を中心にした対策 

（４）地域医療構想 

（５）医師，看護師等の医療従事者の確保，医療安全の確保等 
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４ 見直しについて（主なもの） 

（１）医療計画策定の手続き等について 

○ 計画期間について，６年間を基本とし，計画期間の中間年にあたる３年目に

在宅医療等について，調査，分析及び評価を行い，必要があると認めるときは，

医療計画を変更。 

 ○ 医療計画の策定に際し，事前に意見を聴くこととされている団体として，都

道府県医療審議会（医師，歯科医師，薬剤師，医療を受ける立場にある者及び

学識経験のある者で組織）に加え，保険者協議会を新たに追加。 

   ○ 医療計画，市町村介護保険事業計画 及び 都道府県介護保険事業支援計画を

一体的に作成し，整合性を確保することができるよう，計画策定にあたり，都

道府県や市町村関係者による協議の場を設置。 

   ○ 医療計画の一部として位置付けられている地域医療構想について，計画策定

に並行して各構想区域における医療機関の役割の明確化等について，地域構想

調整会議で検討を進め，医療計画に反映。 

 

（２）医療計画への記載事項について 

   ○ 地域医療構想について，地域医療構想の策定並びに病床の機能の分化及び連

携の推進に当たっての取組み等を記載。→ 疾病等ごとの医療需要推計等を踏

まえた視点が必要。 

   ○ ロコモティブシンドローム※１，フレイル※２，肺炎，大腿骨頚部骨折等の対

策について，他の関連施策と調和をとりながら，疾病予防・介護予防等を中心

にした対策について記載。 

 
-------------------------------------------------------------------------------- 

    ※1 ロコモティブシンドローム（運動器症候群） 

       運動器の障害のために自立度が低下し，介護が必要となる危険性の高い状態 

     ※2 フレイル 

       厚生労働省科学研究特別事業の報告書では，「加齢とともに，心身の活力（運動機能や認

知機能等）が低下し，複数の慢性疾患の併存などの影響もあり，生活機能が障害され，心身

の脆弱性が出現した状態であるが、一方で適切な介入・支援により，生活機能の維持向上が

可能な状態像」と定義している。 
-------------------------------------------------------------------------------- 
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５ スケジュール 

平成２９年 ９月  県医療審議会：骨子案意見聴取等 
１１月  県医療審議会：素案意見聴取等 
１２月  パブリックコメント，市町村・保険者協議会へ意見聴取 

平成３０年 ２月  県医療審議会：最終案協議，諮問 
         ３月  計画決定・公示 
 
６ ５疾病・５事業及び在宅医療の連携体制構築の検討体制 

疾病・事業名 担当課 
有識者への意見聴取・協議の場 

名 称 備 考 

５
疾
病 

がん 
保健予防課 

(総合がん対策推進室) 

総合がん対策推進会議

検討委員会 

・県総合がん対策推進計画の

改定とあわせて検討 

脳卒中 

心筋梗塞等の

心血管疾患 

糖尿病 

保健予防課 

（健康づくりＧ） 

循環器疾患対策検討部

会，糖尿病対策検討部会 

・脳卒中，心筋梗塞等の心血

管疾患，糖尿病について検

討 

精神疾患 
障害福祉課 

（精神保健Ｇ） 

精神疾患保健医療計画

策定検討会 

・県精神保健福祉審議会へ報

告予定 

５
事
業 

救急・周産期・

小児・へき地 

医療政策課 

（医療整備Ｇ） 

県地域医療対策協議会

（救急，周産期，小児の

各検討部会） 

・救急，周産期，小児医療に

ついて検討 

県へき地保健医療対策

協議会 
・へき地医療について検討 

災害 
厚生総務課 

（管理・医療大学Ｇ） 

災害拠点病院連絡会議，

県ＤＭＡＴ連絡協議会 
・災害医療について検討 

在宅医療 
医療政策課 

（医療計画Ｇ） 

在宅医療の連携体制構

築に関する検討委員会 
・在宅医療について検討 

 

 



　

章 節 項 項　　目　　名 章 節 項 項　　目　　名 摘　要

総　　　　　論 総　　　　　論

Ⅰ 計画の基本的な考え方 Ⅰ 計画の基本的な考え方

1 計画策定の趣旨 1 計画策定の趣旨

2 計画の性格 2 計画の性格

3 計画の期間 3 計画の期間

4 計画の基本理念 4 計画の基本理念

5 計画の基本方向 5 計画の基本方向

Ⅱ 保健医療をめぐる状況 Ⅱ 現在の保健医療の状況 改 下記Ⅲ追加のためタイトル修正

1 地勢及び交通 1 地勢及び交通

2 人口構造 2 人口構造

3 人口動態 3 人口動態

4 保健医療の概況 4 保健医療の概況

Ⅲ 将来の保健医療の状況 新

1 人口動向 新

2 医療需要の動向 新

Ⅲ 保健医療圏と基準病床数 Ⅳ 保健医療圏と基準病床数

1 保健医療圏 1 保健医療圏

2 基準病床数 2 基準病床数

各　　　　　論 各　　　　　論

Ⅰ 安心して医療を受けられる体制の整備 Ⅰ 県民の命を守る地域医療の充実 章名変更

1 地域医療連携の推進 1 地域医療連携の推進

2 医療体制の確立 2 医療体制の確立

1 がん 1 がん

2 脳卒中 2 脳卒中

3 急性心筋梗塞 3 心筋梗塞等の心血管疾患

4 糖尿病 4 糖尿病

5 精神疾患 5 精神疾患

6 救急医療 6 救急医療

7 災害医療 7 災害医療 担当課変更

8 へき地の医療 8 へき地の医療

9 周産期医療 9 周産期医療

10 小児医療 10 小児医療

11 在宅医療 11 在宅医療等

3 公的病院等の役割 3 公的病院等の役割

4 県立病院の役割 4 県立病院の役割

5 筑波大学の役割（筑波大学と県との連携） 5 筑波大学の役割（筑波大学と県との連携）

6 遠隔医療の推進 新規項目

6 薬局機能の充実 7 薬局機能の充実

7 地域リハビリテーションの充実 8 地域リハビリテーションの充実 改 担当課変更

8 移植医療対策の推進 9 移植医療対策の推進

1 臓器移植 1 臓器移植

2 造血幹細胞移植 2 造血幹細胞移植

9 保健医療従事者の確保 10 保健医療従事者の確保

1 医師 1 医師

2 歯科医師 2 歯科医師

3 薬剤師 3 薬剤師

4 看護職員 4 看護職員

　第7次保健医療計画　構成（案） ※現時点の案であって，今後変更の可能性あり

第　6　次　計　画 第　7　次　計　画　（案）



章 節 項 項　　目　　名 章 節 項 項　　目　　名 摘　要

第　6　次　計　画 第　7　次　計　画　（案）

5 その他の医療従事者 5 その他の医療従事者

6 県立医療大学の役割 6 県立医療大学（付属病院）の役割

10 医療安全対策等の充実 11 医療安全対策等の充実

1 医療安全対策 1 医療安全対策

2 医薬品等の安全確保 2 医薬品等の安全確保

3 献血対策 3 輸血用血液の安定的供給対策 項目名の変更

4 医療安全相談センターの充実 4 医療安全相談センターの充実

11 医療情報の提供等 12 医療情報の提供

1 医療機関及び薬局の情報提供

2 女性のための総合的な医療の推進

12 医療教育の推進 13 医療教育の推進

Ⅱ 誰もが安心して暮らせる保健・福祉の充実 Ⅱ 健康でいきいきと生活し，活躍できる環境づくり 章名変更

1 茨城型地域包括ケアシステムの構築 新 新規項目

1 予防医学の知識の普及と健康づくりの推進 2 予防医学の知識の普及と健康づくりの推進

1 健康づくりの推進 1 健康づくりの推進 改 介護予防等の項目追加

2 健康を支え，守るための環境の整備 2 健康を支え，守るための環境の整備

2 母子保健の推進 3 母子保健の推進

1 市町村母子保健事業の支援

2 母子保健医療対策及び不妊治療への支援

3 虐待防止 2 虐待防止

4 疾病・障害の早期発見・早期支援 3 疾病・障害の早期発見・早期支援

3 学校保健 4 学校保健の推進

4 歯科口腔保健の推進 5 歯科口腔保健の推進

5 高齢者保健福祉対策の推進 6 高齢者保健福祉対策の推進

1 介護保険の推進 1 介護保険の推進 改 介護予防等の項目追加

2 認知症高齢者への支援 2 認知症高齢者への支援

6 精神保健対策の推進 7 精神保健対策及び障害者支援の推進

1 こころの健康づくりの推進 1 こころの健康づくりの推進

2 自殺対策の推進

3 ひきこもり対策の推進 2 ひきこもり対策の推進

7 障害者支援の推進

1 高次脳機能障害をもつ人の支援

2 発達障害者の支援

3 障害者の特性に対応可能な医療機関の確保 項目追加

3 虐待防止 4 権利擁護の推進（虐待防止は同項で記載） 項目名変更

8 難病等対策の推進 8 難病等対策の推進

1 難病等対策 1 難病等対策

2 アレルギー性疾患対策等 2 アレルギー疾患対策 項目名の変更

3 慢性閉塞性肺疾患（COPD） 新 新規項目

3 原爆被爆者対策 4 原爆被爆者対策

9 市販薬の適正使用の推進 9 市販薬の適正使用の推進

Ⅲ 健康で安全な生活を支える取組の推進 Ⅲ 健康で安全な生活を支える取組の推進 章名変更

1 健康危機管理の推進 1 健康危機管理の推進

1 健康危機管理体制の整備 1 健康危機管理体制の整備

2 緊急被ばく医療体制の整備 2 原子力災害医療体制の強化 項目名の変更

2 感染症対策の推進 2 感染症対策の推進

1 新型インフルエンザ・結核等の感染症対策 1 新型インフルエンザ・結核等の感染症対策

2 エイズ・性感染症（STD）対策 2 エイズ・性感染症対策

3 肝炎対策 3 肝炎対策

4 予防接種対策 4 予防接種対策

項目統合の上，節内で記載

1 妊娠・出産にかかる支援 改 項目統合の上，項目名変更

精
神
疾
患
の
中
で
記
載



章 節 項 項　　目　　名 章 節 項 項　　目　　名 摘　要

第　6　次　計　画 第　7　次　計　画　（案）

3 食の安全と安心の確保対策の推進 3 食の安全と安心の確保対策の推進

1 食品の安全と安心の確保 1 食品の安全と安心の確保

2 食肉の安全と安心の確保 2 食肉の安全と安心の確保

4 生活衛生対策の推進 4 生活衛生対策の推進

1 生活衛生の確保 1 生活衛生の確保

2 動物由来感染症及び適正飼養管理対策 2 動物由来感染症及び適正飼養管理対策

5 飲料水の安全確保対策の推進 5 飲料水の安全確保対策の推進

6 薬物乱用防止対策の推進 6 薬物乱用防止対策の推進

Ⅳ 地域医療構想 新

1 地域医療構想の概要 新

2 本県における将来の医療提供体制に関する構想 新

1 　平成37（2025）年における医療機能別の医療需要及び必要病床数 新

2 　本県の医療需要に対応した医療提供体制の方向性 新

3 構想区域別地域医療構想 新

Ⅳ 計画の推進体制と評価 Ⅴ 計画の推進体制と評価

1 計画の推進体制 1 計画の推進体制

2 関係者の役割 2 関係者の役割

3 評価と見直し 3 評価と見直し

- 主要な数値目標一覧 - 主要な数値目標一覧


